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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャフト軸（３５）を有するシャフト（１５）の部分を支持し、カップリング軸（４０
）に沿って取り外し可能な２つの部品（２５，３０）を固定するための鳩尾状のカップリ
ングアレンジメントであって、カップリングアレンジメントは、カップリング軸（４０）
に対して直交する並進力に抗するように適合され、
ａ）シャフト（１５）を受けるためにシャフト軸（３５）に沿って延びる孔（２７）を有
し、かつ、カップリング軸（４０）に沿って延びるレシーバ（４５）を有する第１の部品
（２５）であって、カップリング軸（４０）が、シャフト軸（３５）に平行であり、レシ
ーバ（４５）が、レシーバ（４５）の壁の輪郭に内壁（４７）を有する第１の部品（２５
）と、
ｂ）シャフト（１５）を受けるためにシャフト軸（３５）に沿って延びる孔（３２）を有
し、かつ、カップリング軸（４０）に沿って延びる突起部（５０）を有し、かつ、突起部
の壁の輪郭に外壁（５２）を有する第２の部品（３０）であって、突起部（５０）が滑り
嵌合でレシーバ（４５）に合うように、突起部（５０）の外壁（５２）の相当な部分がレ
シーバ（４５）の内壁（４７）に対応する第２の部品（３０）と、を備え、
ｃ）レシーバ（４５）の輪郭と突起部の輪郭とが、カップリング軸（４０）に直交する方
向に沿うレシーバ（４５）内の突起部（５０）の移動を制限するために、カップリング軸
（４０）に沿う嵌合連結壁を決定し、第１の部品（２５）内の孔（２７）と第２の部品（
３０）内の孔（３２）とが、シャフト（１５）を固定するために調整される、
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カップリングアレンジメント。
【請求項２】
　その端部からカップリング軸（４０）に沿ってみたときに、突起部の輪郭は、外部底面
（５４）と第１の外部頂面（５６）とを伴う鳩尾形状を有し、外部底面（５４）及び外部
頂面（５６）が、対向する外部傾斜壁（５８，６０）によって連結され、レシーバ（４５
）は、内部底面（６４）に開口部（６２）を有し、第１の部品（２５）と第２の部品（３
０）が合わせられたときに、底面（５４，６４）と、突起部（５０）の対向する傾斜壁（
５８，６０，６６，６８）と、レシーバ（４５）とが係合する請求項１に記載のカップリ
ングアレンジメント。
【請求項３】
　各傾斜壁（５８，６０，６６，６８）が、底面（５４，６４）に対して垂直に延びるラ
イン（７０）に関して、４０度から７０度の間の鳩尾の角度（Ｘ）で上方及び内方に延び
る請求項２に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項４】
　鳩尾の角度（Ｘ）が約５７度である請求項３に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項５】
　開口部（６２）に近接するレシーバ（４５）は、内部底面（６４）を伴う第１の包囲部
（７５）と、開口部（６２）に共通する対向する内部傾斜壁（６６，６８）と、追加的に
、内部傾斜壁（６６，６８）を連結する第１の内部頂面（７７）とをさらに含み、第１の
部品（２５）と第２の部品（３０）とが合わせられたときに、追加的に、突起部（５０）
の第１の外部頂面（１００）がレシーバ（４５）の第１の内部頂面（７７）に係合する請
求項２に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項６】
　レシーバ（４５）の輪郭は、レシーバ（４５）の少なくとも深さの部分に沿って、内部
底面を伴う第２の包囲部（８０）と、開口部（６２）に共通する対向内部傾斜壁（６６，
６８）と、追加的に、レシーバ（４５）の鳩尾形状から延び、第２の内部頂面（８７）に
よって連結される対向内部拡張壁（８３，８５）とをさらに含み、突起部（５０）の輪郭
は、第２の外部頂面（９４）によって連結される外部の鳩尾形状から上方に延びる係合対
向外部拡張壁（９０，９２）をさらに含み、第１の部品（２５）と第２の部品（３０）が
合わせられたときに、それぞれの対向拡張壁（８３，８５，９０，９２）と第２の頂面（
８７，９４）とが互いに係合する請求項２に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項７】
　レシーバ（４５）の開口部（６２）は、内部の鳩尾形状から延びる少なくとも１つの水
平部（９７）をさらに含み、外部の鳩尾形状から延びる少なくとも１つの外部水平面（１
００）をさらに含み、突起部（５０）は、第１の部品（２５）が第２の部品（３０）に合
わせられたときに、それぞれの水平面（９７，１００）が互いに接する請求項６に記載の
カップリングアレンジメント。
【請求項８】
　レシーバにおける内面と突起部における外面との間の遷移部をさらに含み、遷移部は、
応力集中を増加させる鋭いエッジを除くように湾曲している請求項２に記載のカップリン
グアレンジメント。
【請求項９】
　カップリング軸（４０）に沿う第１の部品（２５）と第２の部品（３０）との間の相対
的な移動を防止するように、カップリング軸（４０）に直交する方向において、第１の部
品（２５）と第２の部品（３０）の両方の内部に延びる少なくとも１つのボルト（１０５
ａ）をさらに含む請求項２に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項１０】
　シャフト軸（３５）に沿う第１の部品（２５）と第２の部品（３０）との間の相対的な
移動を防止するために、カップリング軸（４０）に直交する方向において、第１の部品（
２５）と第２の部品（３０）の両方の内部に延びる少なくとも１つのスリーブ（１１０ａ
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）をさらに含む請求項９に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項１１】
　適切な位置にスリーブ（１１０ａ）を保持するように、少なくとも１つのスリーブ（１
１０ａ）が１つのボルト（１０５ａ）に同軸状である請求項１０に記載のカップリングア
レンジメント。
【請求項１２】
　カップリング軸（４０）に平行な方向において、第１の部品（２５）と第２の部品（３
０）の両方の内部に延びる少なくとも１つのボルト（１１６ａ）をさらに含む請求項９に
記載のカップリングアレンジメント。
【請求項１３】
　カップリング軸（４０）に平行な方向において、第１の部品（２５）と第２の部品（３
０）の両方の内部に延びる少なくとも１つのスリーブ（１２１ａ）をさらに含む請求項１
２に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項１４】
　ボルト（１１６ａ）がスリーブ（１２１ａ）を適切な位置に保持するように、少なくと
も１つのスリーブ（１２１ａ）が１つのボルト（１１６ａ）と同軸状である請求項１３に
記載のカップリングアレンジメント。
【請求項１５】
　第１の部品（２５）がアンビルであり、第２の部品（３０）がジョーの組のシャフト（
１５）を保持するために使用されるハブである請求項２に記載のカップリングアレンジメ
ント。
【請求項１６】
　カップリング軸（４０）に沿って取り外し可能な２つの部品（２５，３０）を固定する
ための鳩尾状のカップリングアレンジメントであって、カップリングアレンジメントは、
カップリング軸（４０）に対して直交する並進力に抗するように適合され、
ａ）カップリング軸（４０）に沿って延びるレシーバ（４５）を有する第１の部品（２５
）であって、レシーバ（４５）が、レシーバ（４５）の壁の輪郭に内壁（４７）を有する
第１の部品（２５）と、
ｂ）カップリング軸（４０）に沿って延びる突起部（５０）を有し、かつ、突起部の壁の
輪郭に外壁（５２）を有する第２の部品（３０）であって、突起部（５０）が滑り嵌合で
レシーバ（４５）に合うように、突起部（５０）の外壁（５２）の相当な部分が、レシー
バ（４５）の内壁（４７）に対応する第２の部品（３０）と、
ｃ）レシーバ（４５）の輪郭と突起部（５０）の輪郭とが、レシーバ（４５）内でカップ
リング軸（４０）に直交する方向に沿う突起部（５０）の移動を制限するために、カップ
リング軸（４０）に沿う嵌合連結壁を決定することと、
ｄ）第１の部品（２５）と第２の部品（３０）の内部で延びる取り外し可能なシャフト（
１５）であって、第１の部品（２５）と第２の部品（３０）との間でカップリング軸（４
０）に沿う相対的な移動を防止するために、カップリング軸（４０）にほぼ直交する方向
に向けられるシャフト（１５）と、
を備えるカップリングアレンジメント。
【請求項１７】
　シャフト軸（３５）を有するシャフト（１５）の部分を支持し、カップリング軸（４０
）に沿って取り外し可能な２つの部品（２５，３０）を固定するための鳩尾状のカップリ
ングアレンジメントであって、カップリングアレンジメントは、カップリング軸（４０）
に対して直交する並進力に抗するように適合され、
ａ）シャフト（１５）を受けるためにシャフト（１５）に沿って延びる孔（２７）を有し
、かつ、カップリング軸（４０）に沿って延びるレシーバ（４５）を有する第１の部品（
２５）であって、カップリング軸（４０）が、シャフト軸（３５）に平行であり、レシー
バ（４５）が、レシーバ（４５）の壁の輪郭に内壁（４７）を有する第１の部品（２５）
と、
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ｂ）シャフト（１５）を受けるためにシャフト（１５）に沿って延びる孔（３２）を有し
、かつ、カップリング軸（４０）に沿って延びる突起部（５０）を有し、かつ、突起部（
５０）の壁の輪郭に外壁（５２）を有する第２の部品（３０）であって、突起部（５０）
が滑り嵌合でレシーバ（４５）に合うように、突起部（５０）の外壁（５２）の相当な部
分がレシーバ（４５）の内壁（４７）に対応する第２の部品（３０）と、
ｃ）レシーバ（４５）の輪郭と突起部（５０）の輪郭とが、レシーバ（４５）内でカップ
リング軸（４０）に直交する方向に沿う突起部（５０）の移動を制限するために、カップ
リング軸（４０）に沿って嵌合連結壁を決定し、第１の部品（２５）内の孔（２７）と第
２の部品（３０）内の孔（３２）とが、シャフト（１５）を支持するために調整されるこ
とと、
ｄ）カップリング軸（４０）に沿う第１の部品（２５）と第２の部品（３０）との間の相
対的な移動を防止するために、カップリング軸（４０）に直交する方向において、第１の
部品（２５）と第２の部品（３０）の両方の内部で延びる少なくとも１つのボルト（１０
５ａ）と、
を備えるカップリングアレンジメント。
【請求項１８】
　第１の部品（２５）と第２の部品（３０）との間のシャフト軸（３５）に沿う相対的な
移動を防止するために、カップリング軸（４０）に直交する方向において、第１の部品（
２５）と第２の部品（３０）の両方の内部で延びる少なくとも１つのスリーブ（１１０ａ
）をさらに含み、ボルト（１０５ａ）がスリーブ（１１０ａ）を適切な位置で保持するよ
うに、少なくとも１つのスリーブ（１１０ａ）が１つのボルト（１０５ａ）と同軸状であ
る請求項１７に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項１９】
　カップリング軸（４０）に平行な方向において、第１の部品（２５）と第２の部品（３
０）の両方の内部で延びる少なくとも１つのボルト（１１６ａ）をさらに含む請求項１７
に記載のカップリングアレンジメント。
【請求項２０】
　カップリング軸（４０）に平行な方向において、第１の部品（２５）と第２の部品（３
０）の両方の内部で延びる少なくとも１つのスリーブ（１２１ａ）をさらに含み、ボルト
（１１６ａ）がスリーブ（１２１ａ）を適切な位置で保持するように、少なくとも１つの
スリーブ（１２１ａ）が１つのボルト（１１６ａ）と同軸状である請求項１９に記載のカ
ップリングアレンジメント。
【請求項２１】
　第１の部品（２５）と第２の部品（３０）とが組み立てられるときに、第１の部品（２
５）と第２の部品（３０）から分離するために、カップリング軸（４０）に平行な押出ボ
ルト（１１４）をさらに含む請求項２、１６、１７のいずれか１項に記載のカップリング
アレンジメント。
【請求項２２】
　レシーバ（４５）は、背壁を有し、突起部（５０）は前壁（１１９）を有し、レシーバ
（４５）の背壁（１２３）と突起部（５０）の前壁（１１９）は、互いに面しており、押
出ボルト（１１４）は、第１の部品（２５）を第２の部品（３０）から離れるように駆動
させるべく、押出ボルト（１１４）がレシーバ（４５）の背壁（１２３）又は突起部（５
０）の前壁（１１９）に対して前進するように、第１の部品（２５）と第２の部品（３０
）のうちの１つにねじ係合される請求項２１に記載のカップリングアレンジメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、単一のユニットを構成するために２つの部品が共にスライドするためのキー
レスカップリングアレンジメントに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　以下の議論は、建設装置を参照する一方、そのような装置はまた、解体装置、スクラッ
プ取扱装置等としても参照される。建設装置の記述は、参照される装置を限定的にするこ
とを意図したものではない。頑丈な金属切断シャー、プレートシャー、爪、ハンマ、バケ
ット、グラップル、及びコンクリートクラッシャのような解体装置は、解体の分野におい
て様々な仕事のために、油圧シリンダによって駆動されるバックホーに取り付けられてい
る。この装置は、スクラップの効率的な切断及び処理を提供する。例えば、工業用建築物
の解体において、様々な直径のパイプ、構造用のＩ梁、チャンネル、アングル、シート金
属板等の形式における金属スクラップが、頑丈な金属シャーによって、効率的に切断され
、処理されなければならない。そのような金属シャーはまた、自動車、トラックフレーム
、鉄道車両等を解体するために利用され得る。シャーは、移動可能であり、個々のスクラ
ップ片の大きさや形状に関わらず、シャーに対する重大な損傷なしで、金属スクラップ片
を切断できなければならない。工業用建築物の解体において、コンクリート破砕機又はコ
ンクリートクラッカのようなコンクリート破砕装置もまた、構造物を、容易に取り扱うこ
とができ、現場から取り除くことが容易にできる処理可能な要素に解体するために使用さ
れる。グラップルは、破片又はワークピースの取り扱いが装置の主要な機能である場所で
しばしば利用される。歴史的に、装置の全てのこれらの要素は、有意な独自のコストを有
する独特な工具を代表する。
【０００３】
　これらの工具のそれぞれは、ピボット軸について旋回可能なジョー（顎）の組を利用す
る。これらのジョーの組のそれぞれは、１トン未満から１００００トンよりも大きな大き
さにおいて発展し又は生じる力を受け得るが、その結果として、ジョーの組の内の各ジョ
ーが、そのような力に対抗するように、組み立てられ、成形され、又は鋳造されることが
必須となる。しかしながら、特定のジョーの組の構造は、好ましくは、下側のジョーと上
側のジョーとの間のピボットシャフトを捕らえるために、ジョーの部分が分解可能である
ことを必要とする。過去において、そのようなカップリングアレンジメントは、ハブをア
ンビル内にスライドさせ、その後、取り外し可能なキーを、アンビルとハブとを相互に固
定するために、挿入／取り外しの方向に沿って挿入することによって達成された。これが
ハブを適切にアンビル内に固定した一方で、それは比較的強い労働慣行であり、さらに、
このカップリングによって生じる応力がキー内に集中する傾向にあり、アンビル及びハブ
にわたって等しい応力配分ではなくなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ハブをアンビル内にスライド可能に固定する構造が必要とされ、そのために、その構造
は、相対的に簡単であるが、同時に、キーの必要性を除き、そして、局所的な力が軽減さ
れ、応力全体が、統一化されたハブ／アンビルの間に、より等しく分配されるように、効
果的な応力の再配分を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態は、シャフト軸を有するシャフト部分を支持している２つの取り外
し可能な部品をカップリング軸に沿って固定するための鳩尾型のカップリングアレンジメ
ントを対象とする。カップリングアレンジメントは、カップリング軸に直交する並進力に
抵抗するように適合され、カップリング軸に沿って延びるレシーバを有する第１の部品を
備え、カップリング軸は、シャフト軸に対して平行であり、レシーバは、レシーバの壁部
に内壁を有する。アレンジメントはまた、カップリング軸に沿って延びる突起部と、突起
部の壁の輪郭の外壁部とを伴う第２の部品を備える。突起部の外壁の相当な部分は、突起
部が滑り嵌合でレシーバに嵌合するように、レシーバの内壁に対応（一致）する。レシー
バ及び突起部は、カップリング軸に直交する方向に沿ったレシーバ内における突起部の動
きを制限するための、カップリング軸に沿う嵌合連結壁を定める。
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【０００６】
　本発明の第２の実施形態は、カップリング軸に沿う２つの取り外し可能な部品を固定す
るための鳩尾型のカップリングアレンジメントを対象とし、カップリングアレンジメント
は、長手方向の軸に直交する並進力に抵抗するように適合される。アレンジメントは、カ
ップリング軸に沿って延びるレシーバを伴う第１の部品を備え、レシーバは、レシーバの
壁部に内壁を有する。アレンジメントはまた、カップリング軸に沿って延びる突起部と、
及び突起部の壁部の外壁とを伴う第２の部品を備える。突起部の外壁の相当な部分は、突
起部が滑り嵌合でレシーバに合うように、レシーバの内壁に対応（一致）する。レシーバ
及び突起部は、カップリング軸に直交する方向に沿ったレシーバ内における突起部の動き
を制限するための、カップリング軸に沿う嵌合連結壁を定める。取り外し可能なシャフト
が、第１の部品及び第２の部品の内側で延びる。シャフトは、カップリング軸に沿った第
１の部品と第２の部品との間の相対的な移動を防止するために、長手方向の軸にほぼ直交
する方向に向けられる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、主題発明によるハブとアンビルとを利用し、油圧で操作されるジョーの
斜視図である。
【図２】図２は、主題発明によるハブとアンビルの分解斜視図である。
【図３】図３は、主題発明によるハブとアンビルの別の分解斜視図である。
【図４】図４Ａは、図２の矢印４Ａ－４Ａに沿うアンビルの部分図であり、図４Ｂは、図
２の矢印４Ｂ－４Ｂに沿うハブの断面図である。
【図５】図５は、固定ボルトが含まれる図２と同様な分解斜視図である。
【図６】図６は、固定ボルトが含まれる図３と同様な分解斜視図である。
【図７】図７Ａは、図５における矢印７Ａ－７Ａに沿うアンビルの部分図であり、図７Ｂ
は、図５における矢印７Ｂ－７Ｂに沿う断面図である。
【図８】図８Ａは、図５における矢印８Ａ－８Ａによって定められる平面に沿う組み立て
られたハブ／アンビルの分解断面図であり、図８Ｂは、図８Ａにおいて例示されるアレン
ジメントの組み立てられた図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　主題発明を説明する目的のために、解体のために使用されるアタッチメント５が、油圧
掘削機（図示せず）に連結可能とされ、メインシャフト１５について回動する一対の移動
可能なジョー１０，１１を含む。図１に例示される実施形態の操作において、ジョー１１
及びジョー１０は、ジョー１１の先端１３がジョー１０の開口１４を通過するように、互
いに対向して回動する。
【０００９】
　ジョー１１は、そこを通じて延びる孔を有するジョー部１７を含み、孔はメインシャフ
ト１５について回動する。さらに、ジョー１０は、メインシャフト１５の周りを回動する
、そこに延びる孔（図示せず）を有するジョー部１９及びジョー部２１を含む。
【００１０】
　一般的に言えば、メインシャフト１５及びそこで回動するジョー１０並びにジョー１１
は、ジョーの組２３を決定する。
【００１１】
　図１は、頑丈な金属切断シャーを例示し、そのジョーの組２３は、ジョー１０，１１が
閉じているときに、ジョー１０の開口１４を通過する先端１３を有するジョー１１で構成
される。これがジョーの組の一種である一方で、他のジョーの組が存在することが理解さ
れ、主題発明は、これらのジョーの組に同様に適用されるべきである。特に、主題発明は
、ジョーが一体となったときに、２つの対向するジョーが、互いに近接する先端を有する
コンクリートクラッシャに連結されるジョーの組、又は、ジョーが一体となったときに、
互いに連結する歯をそれぞれが伴う２つの対向するジョーを有するグラップルに連結され
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るジョーの組に適用され得る。全体として、ジョーの組に関するいかなる議論も、特定の
ジョーの組の機能に限定されるべきではなく、２つの対向するジョーが接続されるアレン
ジメントに焦点が当てられるべきである。
【００１２】
　ジョーの組２３を組み立て又は分解するために、好ましくは、ジョー１０を分解するこ
とが必要になり得る。特に、ジョー１０は、アンビル２５とアンビル２５内に固定される
ハブ３０とを備える。これが、主題発明が対象とするアンビル２５とハブ３０の間のカッ
プリングアレンジメントである。
【００１３】
　以下の議論は、解体装置５に連結されるジョーの組２３に関連して、アンビル２５内に
固定されるハブ３０を対象とするのであるが、カップリングアレンジメントは、広い適用
範囲を有するべきであり、それ故、ここで議論される特定の適用に限定されるべきではな
い。
【００１４】
　図２及び３は、アンビル２５に対するハブ３０の分解図であり、図１においてそれらが
組み立てられた状態において示されている。
【００１５】
　この構成を容易に理解するために、図２，３、４Ａ及び４Ｂは、共に議論されるであろ
う。
【００１６】
　既述のように、主題発明は、アンビル２５内にハブ３０を取り外し可能に固定するため
のカップリングアレンジメントを対象とする。少なくともこのアレンジメントに関して、
ハブ３０は、そこを通じて延びる孔３２を有し、アンビル３５は、シャフト軸３５に沿っ
てそこを通じて延びる孔２７を有する。ハブ３０は、カップリング軸４０に沿って、アン
ビル２５内をスライドする。カップリングアレンジメントは、カップリング軸４０に直交
する並進力に抵抗するように適合される。
【００１７】
　アンビル２５は、カップリング軸４０に沿って延びるレシーバ４５を有する。図２及び
３に例示されるように、カップリング軸４０は、シャフト軸３５に対して平行であり得る
。レシーバ４５は、レシーバの壁部の輪郭に内壁４７を有する。ハブ３０は、カップリン
グ軸４０に沿って延びる突起部を有し、突起部の壁部の輪郭に外壁５２を有する。突起部
５０の外壁５２の相当な部分は、レシーバ４５の内壁４７に一致し、突起部５０は、滑り
嵌合でレシーバ４５に嵌合する。レシーバの輪郭及び突起部の輪郭は、カップリング軸４
０に直交する方向に沿ったレシーバ４５内の突起部５０の動きを制限するための、カップ
リング軸４０に沿う嵌合連結壁４７，５２を定める。
【００１８】
　図４Ａ及び４Ｂに着目すると、突起部５０の端部からカップリング軸４０に沿って（矢
印４Ｂ－４Ｂに沿って）みたときに、突起部５０の輪郭は、外部底面５４及び第１の外部
頂面５６とを伴う鳩尾形状（図４Ｂ）を有する。外部底面５４及び第１の外部頂面５６は
、対向する外部傾斜壁５８，６０によって連結されている。他方で、レシーバ４５は、内
部底面６４と、そこから上方に延びる、対向する内部傾斜壁６６，６８とを伴う開口部６
２を有し、アンビル２５とハブ３０が嵌合したときに、外部底面５４と突起部５０の外部
傾斜壁５８，６０とは、レシーバ４５の内部底面６４と内部傾斜壁６６，６８とに係合す
る。
【００１９】
　図４Ａ及び４Ｂからわかるように、突起部５０の外部傾斜壁５８，６０とレシーバ４５
の内部傾斜壁６６，６８は、ライン７０に関し、４０度から７０度の間の鳩尾の角度Ｘで
上方及び内方に延びる。ライン７０は、突起部５０の外部底面５４とレシーバ４５の内部
底面６４に対して垂直に延びる。望ましい実施形態において、鳩尾の角度Ｘは、約５７度
である。
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【００２０】
　レシーバ４５は、開口部６２に近接する領域において、内部底面６４と、開口部６２に
共通して対向する内部傾斜壁６６，６８とで構成される第１の包囲部７５をさらに含み、
加えて、内部傾斜壁６６，６８を連結する第１の内部頂面７７を含み、それによって、ハ
ブ３０をアンビル２５に嵌合させる。加えて、突起部５０の第１の外部頂面５６は、レシ
ーバ４５の内部頂面７７に係合する。
【００２１】
　図２，３，４Ａ，及び４Ｂに例示されるように、レシーバ４５は、少なくともレシーバ
４５の深さの部分に沿って、内部底面６４と、開口部６２で対向する傾斜壁６６，６８と
によって構成される第２の包囲部８０をさらに含み、加えて、レシーバ４５の鳩尾形状か
ら延びる、第２の内部頂面８７によって連結される対向する内部拡張壁８３，８５を含む
。突起部５０の輪郭は、突起部５０の鳩尾形状から上方に延び、かつ、第２の外部頂面９
４によって連結される、嵌合用の対向する外部拡張壁９０，９２をさらに含み、アンビル
２５とハブ３０が嵌合したときに、レシーバ５０の対向する内部拡張壁８３，８５と第２
の内部頂面８７とが、対向する外部拡張壁９０，９２と突起部５０の第２の外部頂面９４
とに嵌合する。
【００２２】
　レシーバ４５の開口部６２は、鳩尾形状から延びる内部水平部９７，９９をさらに含み
、突起部５０は、突起部の外部鳩尾形状から延びる外部水平部１００，１０２をさらに含
み、アンビル２５にハブ３０が嵌合したときに、内部水平面９７と内部水平面９９とが、
それぞれ、外部水平面１００，１０２上に存在する。
【００２３】
　図４Ａ及び４Ｂに例示されるように、レシーバ４５に連結される多数の内面及び突起部
に連結される外面は、応力集中を増加させ得る鋭いエッジを除くために、湾曲する遷移部
を伴う近接する面に繋げられている。
【００２４】
　これまでに議論されたのは、カップリング軸４０に直交する方向において、並進（移動
）を防止するレシーバ４５と突起部５０との間の面である。しかしながら、カップリング
軸４０とは異なる方向の場合にあるアンビル／ハブのアセンブリによって第１の力が体験
されたとしても、アンビル２５に関してハブ３０を保持することもまた必要になる。
【００２５】
　図５，６，７Ａ，７Ｂに着目すると、ハブ３０をカップリング軸４０に沿ってアンビル
２５内に固定するために、１以上のボルト１０５ａ，１０５ｂ，１０５cが、孔１０７ａ
，１０７ｂ，１０７ｃを通じて内部底面６４を介し、ねじが形成され、ハブ３０の外部底
面５４内に延びる、一致している孔１０９ａ，１０９ｂ，１０９ｃ内に延びる。図５に例
示されるように、ボルト１０５ａは、アンビル２５の孔１０７ａを通じ、かつ、ハブ３０
とアンビル２５との間に生じるいかなる剪断力もスリーブ１１０ａによって吸収されるよ
うに、ハブ３０の孔１０９ａの拡径部内に延びるスリーブ１１０ａをさらに含み、スリー
ブ１１０ａは、連結されるボルト１０５ａよりも大きな断面積を有する。孔１０９ａは、
スリーブ１１０ａを収容するための外部底面５４に近接する拡径部１１２ａを有する。拡
径部は、ねじが形成されていない。孔１０９ａのねじ部は、拡径部１１２ａを越えたとこ
ろで始まっている。剪断力を吸収するための追加の断面積を提供することに加えて、スリ
ーブ１１０ａはまた、ボルト１０５ａ，１０５ｂ，１０５ｃをそれぞれの孔１０９ａ，１
０９ｂ，１０９ｃ内に固定する前に、ハブ３０を適切にアンビル２５内に配列させるため
に使用される。一旦、それらの各孔内に固定されると、ボルト１０５ｂ，１０５ｃとスリ
ーブ１１０ａとは、剪断力を吸収するが、さらに、ボルト１０５ａ，１０５ｂ，１０５ｃ
は、ハブ３０のアンビル２５内でのいかなるねじれも最小にすべく、アンビル２５の内部
底面６４に対してハブ３０の外部底面５４を保持する。
【００２６】
　加えて、ハブ３０をアンビル２５内に固定するために、ボルト１１６ａ，１１６ｂ，１
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じて、ハブ３０内のねじ孔１１８ａ，１１８ｂ，１１８ｃ，１１８ｄ内に延びる。ボルト
１１６ａ，１１６ｂに連結されるスリーブ１２１ａ，１２１ｂは、ボルト１１６ｃ及び１
１６ｄとともに、ねじ孔１１８ａ，１１８ｂ内で、内方に延びる拡径部１２２ａ，１２２
ｂ内に、カップリング軸４０に対して垂直な方向における剪断力に抗する追加の断面積を
与えるように適合する。さらに、全てのボルト１１６ａ，１１６ｂ，１１６ｃ，１１６ｄ
は、突起部５０／レシーバ４５の結合に追加の安定性を与えるために、レシーバ４５の背
壁１２３に対してハブ３０の前壁１１９を引く。
【００２７】
　アンビル２５からハブ３０を分解するために、ハブ３０の突起部５０をアンビル２５の
レシーバ４５から押圧する必要がある。これを達成するために、押出ボルト１１４（図５
，８Ａ，８Ｂ）が、レシーバ４５の背壁１２３を介して、ねじ孔１１５を通じて延びる。
ねじ孔１１５は、突起部５０の前壁１１９とともに整列される。全てのボルト１０５ａ，
１０５ｂ，１０５ｃ、１１６ａ，１１６ｂ，１１６ｃ及びそれらの各孔から取り外される
全てのスリーブ１１０ａ，１２１ａ，１２１ｂとともに、押出ボルト１１４は、レシーバ
４５から突起部５０を動かすために、突起部５０の前壁１１９に対して、ねじ孔１１５内
で前進させられ、それによって、ハブ３０をアンビル２５から分離させる。
【００２８】
　既述のように、突起部５０は、前壁１１９を有し、レシーバは、背壁１２３を有し、レ
シーバの背壁１２３と突起部の前壁１１９は互いに面している。押出ボルト１１４が、突
起部５０の前壁１１９に抗して作動することが記述された一方で、ハブ内を通じて延び、
レシーバ４５の背壁１２３に接して作動する押出ボルト１１４についても全く可能である
。
【００２９】
　これまで議論された実施形態は、突起部５０を伴う単一のハブ３０を対象とする。突起
部５０は、アンビルのレシーバ４５内に取り付けられる。１以上のハブが単一のアンビル
に取り付けられ得るということが理解されるべきである。一例として、図５に着目すると
、アンビル２５の反対側で突起部５０を受けるための、追加のレシーバをアンビル２５の
反対側に構成することが可能である。その状況の下で、１以上のハブが単一のアンビル上
に設けられる。
【００３０】
　本発明の特定の実施形態が詳細に既述された一方で、開示の全体の示唆を考慮して、そ
れらの詳細についての様々な変更及び代替が進展され得るということが理解されるであろ
う。現在、ここで記載される望ましい実施形態は、例示的であることを意味するのみであ
り、添付の特許請求の範囲の全範囲及びその全ての均等物が与えられる発明の範囲を限定
するものではない。
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